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マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

マイナンバーは、「社会保障」「税」「防災」などの行政手続きに必要な、
国民1人ひとりに割り当てられる12桁の番号です。

○平成27年10月以降、国民の皆さん1人ひとりの住民票の住所へ「通知カード」により、
マイナンバー（個人番号）が通知されます。

【通知カード】　の12桁の番号（個人番号）が「マイナンバー」です。
　　　　　　　通知カードは、10月以降、　の住民票の住所に送ります。
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東日本大震災による被災者、ドメスティック・バイオレンス（DV）、
ストーカー行為、児童虐待などの被害者の方などで、住民票を残し
て別の場所にお住まいの方や、長期の入院・入所が見込まれる方へ

転入、居所登録、交付申請などの手続きをすれば、現在お住まいの場所
（居所）で通知カードが受け取れます。

○上記に該当する方は、住民票の住所では通知カードを受け取れなかったり、DVな
どの加害者に受け取られてしまうことが想定されます。

○10月5日（番号法施行日）までに、現在お住まいの場所（居所）の市区町村に「転入」
の届出をすれば、届け出た住所に通知カードを送付しますので、ご検討をお願いし
ます。

　
※DVなどの被害者の方は、転入した市区町村に対して「DV等支援措置」を申し出てください。申し
出により「DV等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者
が「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の請求によって知ろうとしても、この請求を制限する
措置が講じられます。

　
○やむを得ない理由により、現在の住民票の住所で通知カードを受け取れない場合や、
現在お住まいの居所のある市区町村に転入できない場合は、現在お住まいの場所（居
所）を登録し、そこに通知カードを送付することも可能です。

○東日本大震災の被災者やDVなどの被害者の方は、今お住まいの市区町村で個人番
号カードの交付申請をすれば、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取
れます。

9月1日～30日（必着）に、申請書を住民票のある市区町村に郵送または提出し
てください。
申請書には、以下の書類を添付してください。

　・申請者の本人確認書類のコピー
　・居所に居住することを証する書類のコピー
　　例：郵便物、賃貸借契約書など
　・代理人の代理権を証明する書類のコピー（代理人が申請する場合）
　　例：戸籍謄本、委任状
　・代理人の本人確認書類のコピー（代理人が申請する場合）

現在お住まいの場所（居所）を登録する方法

【お問い合わせ】本庁 住民課 住基戸籍係　蕁43－2800（課直通）


